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輸送トラックの広告媒体としての活用とその広告効果の分析 
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要旨 

日本の物流において、トラックは最も利用されている輸送手段である。数多く存在する輸送トラックの荷台側面は空いて

いることが多く、そのスペースに地域に向けた広告を貼る「トラック広告」に可能性を見出せないか検討した。トラック広告は、

輸送トラックの中でも区域トラックを利用することを前提とし、それは目標エリアのカバー率・強制認知力がともに高いと推察

される。そして、2015 年に行ったトラック広告の広告効果のシミュレーション調査を踏まえて、トラック広告の実現を目指した。

実現にあたっては、複数の課題点が存在したが、それらを解決した上で、実際に 3 台のトラック広告を完成させた。さらに、

一定期間走行したトラック広告の広告効果を、WEB アンケートを用いて測定した。その結果、トラック広告は地域に向けた

有効な広告媒体として可能性があるという結論に至った。 

 

キーワード：トラック広告、区域トラック、地域に向けた広告、広告効果の測定、AISASモデル 

 

１． はじめに 

日本には 2015 年現在、約 134 万台の輸送ト

ラックが存在する。それらの荷台側面には自社

名のみが書かれているか、もしくは全く利用され

ていない場合が多いのが現状である。そこで本

研究では、それらのスペースをより有効に利用し

たいと考えた。具体的には、荷主とも運送会社と

も関係がない第三者を広告主とした、地域に向

けた広告を掲載する。なお、本稿において、そ

のような広告を掲載した輸送トラックを「トラック広

告」と呼称する。本研究の目標は、トラック広告

の実現可能性の検討とその広告効果の測定を

行うことである。 

 

２． トラック広告の特徴 

輸送トラックには、長距離の輸送を行う路線ト

ラックと、比較的狭い地域内の輸送を行う区域ト

ラックの 2種類が存在する。その中でも後者の区

域トラックに広告を貼ることで、より地域に特化し

た宣伝を行うことが可能になる。地域に向けた広

告の例としては、地域のスポーツやイベントの広

報、警察や消防の呼びかけ等が挙げられる。 

トラック広告の特性を整理するため、同様の地

域に向けた宣伝を行う広告媒体（新聞広告、ポ

スティング広告、ビラ広告、インターネット広告、

屋外広告）を比較対象とし、根本（1994）を参考

にポジショニングマップ（図 1）を作成した。地域

に向けた宣伝を行うこのような広告媒体は、屋外

広告を除き、おおむね目標エリアのカバー率が

高いことが分かる。さらに、この中でもトラック広

告は、特に強制認知力が強い媒体である。すな

わちトラック広告は、対象とする地域の広い範囲

で、強制的に広告内容を認知させることができる

点が特徴的な媒体だと言えよう。 

 

出典：筆者作成 

図 1 ポジショニングマップ 

 

３． 実現に向けての課題およびその解決 

以上のような特徴を持つトラック広告だが、

その実現にはいくつかの課題が存在する。 

３．１ 条例による規制 

1 つ目の課題は、条例についてである。条例

上、トラック広告は屋外広告物に該当しており、

都道府県の条例によって規制されている。具体

的な規制状況を知るため、全国 47 都道府県に

電話調査を行った。その結果、18都府県で面積

や広告内容に規制が存在することが分かった。

例えば東京都では、面積制限は存在しないもの

の、広告内容について、自社のものではない第

三者広告を掲載する場合は、非営利のものしか

認められていなかった。 

なお、この屋外広告物条例は、運送会社の事
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業所が登録されている都道府県もしくは市区町

村のものが適用される。異なる地域をまたいで輸

送を行う場合は、登録地域の条例にのみ従うこ

とになる。 

３．２ 荷主と運送会社の関係 

2 つ目の課題は、荷主と運送会社の関係につ

いてである。運送会社は荷物の輸送を依頼され

ることで仕事が成り立ち、荷主の方が優位な立

場にある。このような力関係ができた一因として、

1990 年に運送業界に対して規制緩和が行われ

たことが挙げられる。この規制緩和により、運送

業界への参入が容易になったことで、現在、運

送会社の数は 1990年比で約 1.5倍に増加して

いる。しかし、運送会社の数が増えても荷物量に

は変化がなかったため、業者間で荷物の奪い合

いが起こるようになった。荷物を預かることが前

提の運送会社は、以上のような規制緩和によっ

て、荷主との上下関係が生まれたのである。 

このような上下関係が存在する中で、運送会

社が荷主のライバル企業の広告をトラックに貼っ

た場合を仮定する。このとき、運送会社は荷主の

荷物の輸送中に、そのライバル企業の宣伝もす

ることになる。このことが荷主にマイナスの影響を

与えることは想像に難くない。場合によっては、

マイナスの影響を受けた荷主が他の運送会社に

切り替えることも考えられる。このように、特定の

荷物を持つ企業の広告をトラックに貼ることは、

運送会社の本来の目的である荷物の輸送に支

障が出る可能性があるのである。 

３．３ 課題の解決 

上記の 2 つがトラック広告を実現・普及させる

ための課題であると推察されるため、これらにつ

いて解決策を講じた。 

まず、条例の規制については、一度条例が厳

しくない地域でトラック広告を実現することで、普

及に向けた足掛かりを作ることにした。 

次に荷主と運送会社の関係については、前

提として広告内容を、荷主に影響を与えないも

のに限定する必要がある。このことについては、

先述した、地域に向けた内容の広告が有効に機

能する。そのような広告内容に限定することで、

狭い地域を走る区域トラックの特性を生かせるだ

けでなく、荷主に利害が及ばない形でトラック広

告を実現できると考えられる。 

 

４． 検証 

４．１ 協力団体・企業 

上記のような条件のもとで、トラック広告の実

現を目指した。 

まず、トラック広告に広告を掲載してもらう広告

主を探索した。その際、条例の規制が比較的厳

しくなく、運送会社の数が全国 2 位の埼玉県を

探索地域として選定した。その結果、埼玉県川

口市で活動する地域密着型サッカークラブであ

るアヴェントゥーラ川口様にご協力いただけるこ

とになった。 

次に、埼玉県川口市を中心に、広告を掲載し

ていただける運送会社を探索した。その結果、

埼玉県川口市に営業所を持つ大蔵屋商事株式

会社と埼玉県富士見市に営業所を持つ清水運

輸株式会社の 2 社にご協力いただけることにな

った。前者からはベンダー車 2台、後者からは 4

トンウィング車1台を提供していただき、計3台で

トラック広告を実現させることになった。 

４．２ 各種手続き・広告デザイン 

 輸送トラックに広告を掲載する際、営業所があ

る市役所に広告掲載に関する申請を行う必要が

ある。そのため、2 社の営業所が所在する、川口

市役所と富士見市役所に、広告のデザインや掲

載する広告のサイズ、掲載期間を明記し、申請

書類を提出した。 

広告のデザインは、アヴェントゥーラ川口様と

の協議により、チームの認知度向上を目的とし

たものを申請した。そして、そのデザインを描

いた広告は、埼玉県の条例の制約により、1 側

面 1㎡以内で作成し、トラックの荷台両面に掲載

した。このようにして完成した 3 台のトラック広告

は、埼玉県を中心に走行した（図 2）。 

 

 

出典：筆者作成 

図２ 実際のトラック広告 

 

４．３ 資金調達 

通常、トラック広告の広告作成費は広告主の

負担と考えられるが、広告効果が明確でない点

を考慮し、今回はクラウドファンディングで資金
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調達を行った。クラウドファンディングとは、その

企画に賛同した不特定多数の人から金銭的支

援を受けられる、資金調達の方法の 1つである。 

今回のトラック広告についてのクラウドファン

ディングは、2016年 10月 27日より開始し、2016

年 11月 25 日に目標金額である 30万円を達成

した。 

４．４ 広告効果の調査・分析 

トラック広告の普及を目指すにあたり、完成し

たトラック広告を用いて広告効果の測定を行う。

この測定の前段階として、トラック広告作製前に

行った、シミュレーション調査について言及した

い。 

（１） シミュレーション調査 

今回のトラック広告の実現にあたり、広告主お

よび運送会社に向けたプレゼンテーション材料

の1つとして、2015年11月から12月にかけて「ト

ラック広告を走らせたと仮定した場合の広告効

果のシミュレーション調査」を実施した。 

この調査では、測定者が乗ったタクシーやレ

ンタカーでトラック広告の想定走行ルートを走っ

た。そして、そこですれ違った歩行者・自転車の

数を、トラック広告を見た可能性がある人数とし

て、測定者が目視でカウントした。この調査で想

定したトラック広告の走行ルートは、大手コンビ

ニエンスストアに配送を行うトラックのルートを活

用した。調査地域は昼夜人口に偏りが少ない東

京都狛江市とし、同市のコンビニエンスストア各

店舗に問い合わせた結果、1日2回8:30～10:00、

15:00～16:30 に平均 6 店舗へ配送を行うことが

分かったため、本シミュレーション調査も同様の

時間帯・店舗数で実施した。そして、このような 1

日 2回の調査を 12日間実施し、総計 24回のサ

ンプルを取得した。 

 

表１ シミュレーション調査でカウントした人数 

 

出典：筆者作成 

 

表 1 は各日における、トラック広告を見た可能

性がある人数のカウント結果である。しかし、この

人数全員がトラック広告を認知するとは限らない

ため、屋外広告指標である VAI（Visibility 

Adjusted Impacts ） と FIR （ Field Impression 

Rating）を活用した。これらの指標は日本ではあ

まり使用されていないが、認知者数や購買意欲

にもたらす影響など様々な屋外広告の効果を検

討するうえで海外で利用されている。  

具体的には、調査でカウントした人数に FIR

（屋外広告物の視認に影響を与える要因である、

広告サイズ・可視状況・角度などをポイント化し

て認知率としたもの）を乗じて VAI の値を算出し、

その数値をトラック広告の推計認知者数とした。

なお、今回のシミュレーションにおけるトラック広

告の認知率は、走行時は 26.6％、停車時は

42.2％に設定した。これにより、1 週間毎日走行

した場合のトラック広告の延べ推計認知者数は、

走行時は 2493人、停車時は 911人、延べ 3400

人と算出された。 

（２） シミュレーション調査における課題 

本シミュレーション調査について、屋外広告調

査フォーラム会長の清水公一氏に意見を求めた

ところ、「新規広告媒体の有効性を検証するため

の完全な方法とは言えず、別の調査方法を用い

る必要がある」という意見を頂戴した。そこで、シ

ミュレーション調査では測れなかった「実測（実

際の認知者に対するアプローチ）に基づいた広

告認知はどのようなものか」「距離あたりの費用

対効果はどのくらいか」「認知後の行動にどう結

びつくのか」の 3 点を本研究におけるリサーチク

エスチョンに設定し、その解決を図るため、WEB

アンケートを実施した。 

（３） WEBアンケート 

前述したように 2015 年に行ったシミュレ

ーション調査では、測定者の乗ったタクシー

やレンタカーとすれ違った歩行者や自転車の

数を、トラック広告を見た可能性のある人数

としてカウントしたため、実測に基づいた測

定ではなかった。そのため、今回はトラック

広告を実現させた後に、WEBアンケートを用

いて、広告を実際に認知した人にアプローチ

した。このことによって、トラック広告の認

知者の実測値を得た。さらにそこから、認知

後の行動など、より深いレベルで広告効果を

調査・分析した。 

アンケートはインターネット調査会社の協力を
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もとに、トラック広告が多く走行している埼玉県お

よびその隣接地域に住む同社のモニター会員 1

万人から回答を得た。 

WEB アンケートは、スクリーニング調査と

本調査の 2段階で行った。スクリーニング調

査では、質問内容にトラック広告のデザイン

に関する偽の選択肢も含ませ、正しい回答を

した人のみが本調査に進めるようにした。こ

のことによって、トラック広告の認知者をよ

り確実に割り出し、信頼性の高いデータ抽出

を可能にした。さらに、本調査の設問は、購

買行動プロセスを表す AISAS モデルを参考

に作成し、認知段階、感情段階、行動段階の

それぞれに、どのような効果があるかを分析

できるようにした。 

（４） アンケート結果の分析 

WEB アンケートで得られたデータから、前述

の 3つのリサーチクエスチョンを解決するため、ト

ラック広告の効果を様々な視点から分析した。 

まず、トラック広告の認知者の分布状況を確

認した。図 3 は、アンケートデータから認知者の

分布を、GIS ソフトを用いて可視化したものであ

る。色の濃い部分ほど、認知者の出現率が高い

地域である。その結果、3 台のトラック広告が中

心に走行しているさいたま市やその付近の市に

認知者が多くいることが分かり、本アンケートデ

ータの信頼性の高さが改めて裏付けされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：筆者作成 

図３ 認知者の分布 

 

次に、アンケートで得られた実測値に基づく

計算を行った。表 2 はトラック広告が走行してい

る 8市 2区の推計認知者数について計算したも

のである。具体的にはアンケートから得られた認

知率を各市区の人口に乗じて人口当たりの推計

認知者数を算出した。その結果、対象地域にお

ける推計認知者数の合計は約 35000 人であっ

た。 

 

表２ 8市 2区の推計認知者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：筆者作成 

 

続いて、スリーヒットセオリー（認知者が広告に

3回接触することで、広告効果は最大化するとい

う、広告理論）を元に、認知者のうちどれだけの

人に広告が 3 回以上到達したかを分析した。そ

の結果、図 4 に示した通り、認知者の 19％が 1

人につき 3 回以上広告に到達しており、トラック

広告の強制認知力はリーチ（出稿したメディアが

どれだけの人に到達したかを示す指標）のみな

らず、フリークエンシー（広告が到達した人につ

いて、そのメディアが接触した回数を示す指標）

にも効果があることが証明された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：筆者作成 

図４ 認知者 1人あたりの到達回数 

 

次に、トラック広告の、1 キロメートル走行あた

りの認知者数を分析した。計算を行うにあたって、

走行した距離が明確に分かる、さいたま市と川

口市の推計認知者数のデータを利用した。その

結果、トラック広告が 1キロメートル走行した際の

推計認知者数は約 12人であった（表 3）。 
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表３ さいたま市と川口市の推計認知者数およ

び計算式 

 

 

 

 

 

 

 

出典：筆者作成 

 

さらに、上記の結果をもとに算出すると、1 台

のトラック広告が 1 日走行した場合の広告の推

計到達回数は約 1766回であった（図 5）。 

 

 

 

 

 

 

出典：筆者作成 

図５ 1車 1日の推計到達回数 

 

その上で、トラック広告の費用対効果のシミュ

レーションを行った。図 5 では、仮定条件を設定

し、人口密度および広告面積の違いによる費用

対効果の変化を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：筆者作成 

図５ 費用対効果シミュレーション 

（３ヶ月掲載時） 

 

最後に、認知者の認知後の行動について分

析を行った。その結果、表 4 の通り、チーム名を

インターネットで検索した人や、チームのホーム

ページや SNS にアクセスした人が多かった。こ

のことから、トラック広告は認知後の行動を促す

ことにも効果があり、AISAS モデルの行動段階

まで影響を及ぼすことが分かった。 

 

表４ 認知者の認知後の行動について 

 

 

 

 

 

 

 

出典：筆者作成 

 

以上の実測値に基づいた分析によって、前出

の 3 つのリサーチクエスチョンの回答を得られ、

それとともに、トラック広告の媒体としての有効性

を確認することができた。 

 

５． 結論および残された課題 

前節で示したように、WEB アンケートによる広

告認知の実測調査と、スリーヒットセオリー等の

広告理論を用いた分析により、2015年のシミュレ

ーション調査では分からなかった 3つのリサーチ

クエスチョンを解決することができた。今回判明

した広告効果を考慮すると、地域の情報を掲載

して走るトラック広告は、都市化が進みコミュニテ

ィが弱体化している地域の活性化の一助になる

ことが期待できる。この点については、今回の分

析結果を広告主であるアヴェントゥーラ川口に持

ち寄り、地域住民を対象にした新たな企画等に

発展させることで具現化させていきたい。 

その一方で、最終目標であるトラック広告の普

及には至らなかったことも実情だ。その目標を達

成するためには、今回の川口市やさいたま市と

は、人口密度や条例による規制の強さに差があ

る地域でトラック広告を実現したり、異なった広

告面積による広告効果の違い等を、実測値を用

いて検証したりすることで、より多角的にトラック

広告の有効性を確認する必要がある。その上で、

行政やマスメディア、運送業界を通じて、トラック

広告の普及、さらには規制緩和を訴えていきた

い。 

最後に、本研究を進めていく中で、各屋外広

告媒体の広告効果の算出方法が明確になって

いなかったり、媒体比較についての先行研究が

不足していたりすることが明らかになった。今後、

広告をより良い形にしていくためにも、研究の進
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展は必須条件である。本研究が当該領域の活

性化を促すことを願いたい。 
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